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平成１８年度の１か月分の保険料額は次のとおりです。 

全額免除 

４分の１納付 

半額納付 

４分の３納付 

全額納付 

保険料額  

０円 

３，４７０円 

６，９３０円 

１０，４００円 

１３，８６０円 

免除される額 

１３，８６０円 

１０，３９０円 

６，９３０円 

３，４６０円 

０円 

※　全額免除または一部納付の対象となるためには、
　本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得が一定の
　基準額以下であることが必要となります。 
　　また、一部納付制度においては、納付すべき保
　険料額を納付されなかった場合は、一部免除が無
　効となり、未納と同じ扱いとなりますのでご注意くだ
　さい。 

～「３種類の保険料一部納付（免除）制度」が平成18年７月からスタート～ 
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